
令和７年度 

綾瀬市職員採用試験（第５回）受験案内 

【職種 ： 土木 ・ 電気】 

第 1次試験 （①と②の両方を受験する必要があります） 

① 適性試験  12月 23日（火）～1月 5日（月）正午 

② 個別面接  1月 14日（水）～1月 16日（金） 

受付期間：11月 17日（月）～12月 5日（金） 

この試験は、綾瀬市の行政機関に勤務する職員を採用するために行うものです。 

 

（受験資格等） 

 

ただし、次の人は、受験できません。 

・地方公務員法第１６条の規定に該当する人 

・日本国籍を有しない方で、就労が制限されている在留資格の人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 験 

区 分 

試験の 

レベル 

採  用 

予定人員 
受験資格 職務の内容 

土木 
大学卒 

程 度 

３名 

程度 

次の全てを満たす人 

(1) 平成２年４月２日以降に生まれた人 

(2) 学校教育法に規定する高等学校以上の土木

に関する学部か学科を卒業した人 

主に土木関係部署で専門

業務等に従事します。 

電気 
大学卒 

程 度 

１名 

程度 

次の全てを満たす人 

(1) 平成２年４月２日以降に生まれた人 

(2) 学校教育法に規定する高等学校以上の電気

に関する学部か学科を卒業した人 

主に電気関係部署で専門

業務等に従事します。 

（WEB方式※） 

年末年始の休暇中に公務員試験を受けてみませんか？ 

適性試験は自宅で受験できます！！ 

人物重視の選考のため専門試験・教養試験対策をする必

要はありません！！ 

 

綾瀬市マスコットキャラクター あやぴぃ 



１ 受験手続 

申込方法 

次のURLもしくはQRコードから申込フォームへアクセスしてください。アクセスするとログイ

ンIDとパスワード等の登録が必要になります。登録していただいた後、受験申し込みを行っ

てください。職種ごとに申込フォームが異なりますので、間違えのないようお願いします。 

土木 

 

 

URL ⇒ https://logoform.jp/form/joWK/1299493  

 

 

 

電気 

 

 

URL ⇒ https://logoform.jp/form/joWK/1299880  

 

 

 

受付期間 

令和７年１１月１７日（月）午前８時３０分から１２月５日（金）午後５時まで 

・電子申請による申込みが完了すると、登録したメールアドレスに、申込フォームから 

申込完了のメールが届きます。届いたメールもしくは申込完了画面は受験番号や本人 

確認するうえで必要になりますので大切に保管してください。 

注意事項 

・パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれからもアクセス可能です。 

申請時に入力いただく項目には、受験の動機等の文字数の多い箇所があります。  

各自、文字入力のしやすいと思われる端末をご利用ください。 

・申し込みには顔写真データの添付が必要です（縦４×横３程度の比率のもの）。あら 

かじめ準備いただくか、写真撮影のできる端末をご利用ください。 

・受験番号等は、申込完了通知メールで通知します。選考当日は、メールもしくは申込完了

画面の提示をもって受付をいたしますので、表示できる端末またはプリントアウトした紙

を持参してください。 

・申込を受理した後、市で内容の確認を行い、不備がある場合や入力内容の確認が必要な場合

は、市から電話またはメールで連絡を入れますので対応をお願いいたします。 

メールアド

レスについ

て 

・申込時に登録したメールアドレスが、受験申込者のメールアドレスとなります。登録の 

メールアドレスに第１次試験（Web方式）の案内をお送りします。入力に誤りがないよ 

うに十分に注意してください。登録したメールアドレスに不備があった場合、市からメール

が送信できません。この場合で受験が出来なかったとしても市では一切責任を負いません。 

・第１次試験（Web方式）の案内の連絡は、次のメールアドレスからお送りします。次のメー

ルアドレスから送信されるメールを受信できるように設定をしてください。ご自身の設定に

よっては、自動受信拒否や迷惑メールに振り分けられる可能性があります。申込者側の受信

設定の確認は、市ではできません。ご自身で設定をよく確認してください。 

 

メールアドレス webmaster@ibt-cloud.com 

 



１次試験の受験の流れ 

受験者 綾瀬市 

 

受験申込（logoフォームを利用） 

 

 

受験番号が表記されている申込完了 

通知のメール又は申込完了画面を印刷 

第１次試験の個別面接の際に持参 
※なお印刷しなくてもメール内容が確認できる 

端末の提示でも可とします。 

 

申込受理 

 

 

    

申込完了通知メールを送信 
申込完了の内容と受験番号等が記載された 

内容となっております。 

 

受験案内のメールを受信 

受験可能期間中に受験 
 

受験期間：１２月２３日（火） 

         ～１月５日（月）正午 

 

第１次試験（Web方式） 

受験案内メールを送信 

【１２月２２日（月）まで】 

 

 

指定された日 

（１月１４日（水）～１６日（金））に受験 

 

第１次試験（個別面接）の日程を 

綾瀬市ホームページに掲載 

【１２月中】 

 

 

 

適性試験と個別面接の結果により 

合否判定 

 

 

 

合格発表 
（市のホームページに掲載し、合格者のみ文書で通

知します。） 

 

 

２ 試験の方法  

区 分 種 目 内    容 

第１次試験 

適性試験 

（TAPOC） 

公務員として必要な適性（照合、分類、言語、計算、読図）の試験で、

４０分程度のWeb方式です。 

個別面接 専門職としての知識・資質及び人柄等についての個別面接試験 

第２次試験 個別面接 人柄等についての個別面接試験 

※服装について例年、面接試験においてはスーツ等で受験される方が多いようです。 

 

３  試験の日時及び場所 

区 分 日   時 場  所 

第１次試験 

令和７年１２月２３日（火）～令和８年１月５日（月）正午 受験者任意の場所 

令和８年１月１４日（水）～１６日（金） 

（日時等の詳細は市ホームページ参照※１） 
綾瀬市役所会議室 

第２次試験 
令和８年１月２８日（水）【予定】 

（日時等の詳細は別途通知します。） 
綾瀬市役所会議室 

※１ 第１次試験の個別面接の日程等については、市ホームページに掲載します。 

※ 第１次試験の適性試験（WEB方式）は、受験期間内にご自身で受験するようお願いいたします。 



４ 合格者の発表 
区 分 方    法 

第１次試験 
令和８年１月２２日（木）から令和８年１月２８日（水）【予定】 

・市のホームページに掲載し、合格者のみ文書で通知します。 

第２次試験 令和８年２月上旬以降【予定】に合否にかかわらず文書で通知します。 

 ※第２次試験も綾瀬市ホームページに合格発表を掲載しますので必ず確認してください。 

※電話での合否の問い合わせはお断りします。 

 

５ 採用の時期 

  最終合格者は、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に記載され、順次採用されます。採用時期は、

原則として令和８年４月１日となります。（ただし、欠員状況等によっては、変わる場合があります。） 

 

６ 給与 

  給与は、条例等により支給され、現行（令和７年４月現在）の初任給（地域手当を含む）は、次のとお

りです。 

 

土木・電気（新卒） 大学卒 ２５７，６００円 

土木・電気（入庁１０年目） 大学卒 ３１４，９４４円 

 

  上記のほか、通勤手当、住居手当等が支給されます。また、学歴に基づき一定の基準により加算また

は減算され、採用前に職歴等がある場合は、一定の基準により加算されます。なお、採用される前まで

に条例等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

 

７ その他 

① 第１次試験（個別面接）の受験の際は、受験番号が表記されている申込完了通知のメール又は申込完

了画面をプリントアウトした紙を持参してください。なおメール内容等が確認できる端末の提示でも

可とします。 

② 試験会場には、駐車場の用意はありません。 

③ 第２次試験の際、卒業（見込）証明書、成績証明書が必要となりますので、あらかじめ準備しておい

てください。 

④  提出された書類は、返却いたしません。 

⑤  この採用試験の結果については、個人情報保護法第６９条第２項第１号の規定により本人に提供す

ることができます。電話、はがきなどによる請求はできませんので、受験者本人（代理人不可）が直

接おいでください。なお、その際には本人確認が必要となりますので、免許証など本人が確認できる

写真付きの書類をお持ちください。 

試験 
開示請求のできる人 
（本人に限る） 

開示内容 開示期間及び開示場所 

第１次試験 試験不合格者 総合順位 期間：それぞれの合格の発表日から１か月 

場所：職員課 第２次試験 試験不合格者 総合順位 

※それぞれの試験で棄権された方（全科目受験されていない方）には、試験結果を開示することはでき 

 ません。 


